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香川大学自動販売機設置・運営事業に係る募集要項 

 

１．趣旨 

  この要項は、香川大学（以下「本学」という。）における自動販売機の設置・運営事

業者を公募により選定するため、必要な事項を定めたものである。 

 

２．募集事業の概要 

 （１）事業名 

   香川大学自動販売機設置・運営事業（詳細は、別紙１仕様書による） 

 （２）目 的 

   学生等へのサービス向上及び教職員等の福利厚生の充実を図る。 

 （３）事業の内容 

   本学が指定する各団地構内において、本学仕様書（別紙１）に基づき飲料水等自

動販売機を設置、運営する事業。 

 （４）事業期間（設置及び撤去に係る工事期間等を含む。） 

   令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 （５）設置場所概要（詳細は、別紙１仕様書による） 

   ア．香川大学幸町北団地 

①所  在  地：高松市幸町１番１号 

②利 用対象者：学生 約７３０名、教職員 約５１０名   

    イ．香川大学幸町南団地 

①所  在  地：高松市幸町２番１号 

②利 用対象者：学生 約１，８７０名、教職員 約１８０名 

    ウ．香川大学林町団地 

①所  在  地：高松市林町２２１７番地２０ 

②利 用対象者：学生 約１，８２０名、教職員 約１７０名 

    エ．香川大学三木町農学部団地 

①所  在  地：木田郡三木町大字池戸２３９３番地 

②利 用対象者：学生 約７８０名、教職員 約１３０名 

    オ．香川大学長尾町団地（農学部附属農場） 

①所  在  地：さぬき市昭和字谷乙３００番地２ 

②利 用対象者：教職員 約２０名 

カ．香川大学府中団地（教育学部附属特別支援学校） 

①所  在  地：坂出市府中町字綾坂８８９番地 

②利 用対象者：生徒 約６０名、教職員 約４０名 
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キ．香川大学鹿角町団地（教育学部附属高松中学校） 

①所  在  地：高松市鹿角町３９４番地  

②利 用対象者：生徒 約３００名、教職員 約３０名 

ク．香川大学屋島中町団地（屋島寮） 

①所  在  地：高松市屋島中町２８０番地  

②利 用対象者：学生 約１４０名 

    

３．応募資格 

 （１）国立大学法人香川大学契約事務取扱規程第５条及び６条の規定に該当しない者で

あること。 

   ① 被保佐人、被補助人及び未成年者(婚姻若しくは営業の許可を受けている者を除

く。)で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しな

い者及び破産者で復権を得ない者 

   ② 次の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後２年を経過していな

い者（その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、同

様とする。） 

    ア 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若

しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得

るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

    エ 落札したが契約を締結しなかった者 

    オ 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者 

    カ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者 

    キ 前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行に

当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

 （２）国立大学法人香川大学長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこ

と。 

 （３）法令等の規定により販売について許認可等を必要とする場合には、その許認可を

受けていること。 

 （４）財政状況、損益状況及び資金状況に問題がないこと。 

 （５）不正及び不誠実な行為がないこと。 

 （６）飲料水等自動販売機の設置・運営事業について３年以上の運営実績（グループ

による連携体制実績を含む。）を有し、現在も継続中であること。 

 （７）過去３年間に食品衛生法に基づく行政処分を受けていないこと。 

 （８）公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者でないこと。 
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 （９）国税、県税及び市町村税の滞納がないこと。 

 （10）国の競争参加資格（全省庁統一資格）において、令和８年度に四国地域の「役

務の提供等」及び「物品の販売」のＡ，Ｂ又はＣ等級に格付けされているもので

あること。競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う

必要がある。 

 （11）事業者が直接事業を行うこと。ただし、募集要項の応募者が、他の企業（オペ

レーター等）と連携して、「応募企業グループ」を構成し、本業務を実施する場

合は、体制や分担する役割等について明記すること。 

 （12）応募事業者、あるいは応募企業グループ連携企業は、他の応募事業者又は応募企

業グループ連携企業として本事業に参加していないこと。 

 

４．募集要項の交付・応募書類の提出等 

 （１）交付期間・日時等 

     令和８年１月１９日（月）から令和８年２月１６日（月）までの（土日祝日を

除く）８時３０分から１７時１５分までとする。 

 （２）交付場所・連絡先等 

     〒７６０－８５２１ 高松市幸町１－１  

     国立大学法人香川大学財務部経理課（大学本部棟１階） 

     担 当：山形 康彰 

     電 話：０８７－８３２－１１０７ 

     ＦＡＸ：０８７－８３２－１１０９ 

     E-mail：zkeiyaku-h @kagawa-u.ac.jp 

 （３）提出先 

     上記（２）と同じ。 

 （４）提出期限 

     令和８年２月１６日（月）１７時１５分（厳守） 

 （５）提出方法 

上記（２）へ持参または郵送とする。郵送の場合は、令和８年２月１６日（月）

１７時１５分（必着）とし、簡易書留又は民間業者による書留郵便に準じて、封筒

の表に「香川大学自動販売機設置・運営事業 応募書類在中」と朱書きすること。 

 

５．応募の失格要件 

  次の各号の一に該当するものは、原則として当該応募者は失格とする。 

（１） 公募公示及び募集要項に示した応募資格のない者の提出したもの。 

（２） 公募公示及び募集要項に示した提出期限までに応募書類が到達しなかったもの。 

（３） 提出書類等が公募公示及び募集要項に記載の要求事項を満たさないもの。 
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（４） 提出書類等に虚偽の記載があったもの。 

（５） 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められるもの。 

（６） 募集公示及び募集要項に示した応募者等に要求される事項を履行しなかった者の

提出したもの。 

（７） その他、応募手続きに違反すると認められたもの。 

 

６．提出書類及び部数 

  本公募に応募する場合は、別紙１「香川大学自動販売機設置・運営事業仕様書」を熟

読の上、以下の書類により正本を１部作成し、記名（法人の場合は、その名称又は商号

及び代表者の氏名）及び押印すること。副本を１１部作成し、提出は計１２部とする。

冊子体のものにはページ番号を付与すること。なお、公的機関が発行する書類について

は、発行日から３ケ月以内のものとする。 

（１） 設置・運営事業者応募申込書（別紙２） 

（２） 法人等の概要（別紙３－１、別紙３－２ パンフレット添付等も可。） 

（３） 自動販売機の設置・運営における計画・提案書（別紙４－１） 

（４） 販売品目一覧表（別紙４－２） 

（５） 欠格要件なきことの誓約書（別紙５） 

（６） 直近の財務諸表（写し可）。個人の場合は確定申告の際の提出書類一式（写し）。 

（７） 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある場合は、その許認

可に基づく営業であることを証明するもの。 

（８） 商業簿謄本（法人の場合）。個人の場合は身分証明書（破産者でないことの証明書），

登記されていないことの証明書（成年被後見人または被補佐人とする記録がない

ことの証明）。 

（９） 代表者の印鑑証明書。個人の場合は、印鑑証明書。 

  （10）国税の納税証明書（「法人税」及び「消費税及び地方消費税」の滞納税額のない証

明用。個人の場合は「申告所得税」及び「消費税及び地方消費税」の滞納税額の

ない証明用）。 

 （11）市町村税の納税証明書（法人税、固定資産税（償却資産を含む））。個人の場合は

納税証明書（市町村民税、固定資産税（償却資産を含む））。 

(12) 国の競争参加資格（全省庁統一資格）通知書の写し（令和８年度に四国地域の「役

務の提供等」及び「物品の販売」のＡ，Ｂ又はＣ等級に格付けされているものであ

ること。）競争参加資格（全省庁統一資格）を有しない競争加入者は、認定通知書

申請受理書を提出し、認定通知書の写しを受理次第提出すること。 

 （13）委任状（別紙６） 

※法人代表者の代理人が応募申込みする場合のみ提出を要する。 
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（14）ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況について（別紙８－１選定基

準（４）による）、認定を有することが確認できる認定証等の写し（＊認定を有す

る場合のみ）               

 （15）その他、必要に応じ参考となる資料等。 

 

７．書類作成上の注意 

 （１）提出書類の規格は原則Ａ４版とする。 

 （２）計画・提案書は、仕様書（別紙１）を踏まえ、具体的に記載すること。 

 （３）パンフレット等の資料を添付する場合は、最小限のものとすること。 

 

８．質疑について 

  質疑がある場合は、質疑書（別紙７）を下記により提出すること。口頭による質疑は

受け付けない。回答は、令和８年２月５日（木）１７時までに、すべての応募者に電子

メール又はＦＡＸで回答する。 

 （１）提出方法 電子メール又はＦＡＸによる（ＦＡＸの場合は、受信確認すること。） 

 （２）提出先 ４に同じ 

 （３）質疑受付期限  令和８年１月２７日（火）１７時（必着） 

 

９．その他留意事項 

 （１）応募者は、募集書類の提出をもって本募集要項の記載内容及び条件等を承諾した

ものとみなす。 

 （２）提出された書類について、提出後の追加及び変更は認めない。ただし、誤字・脱

字等の修正についてはこの限りではない。 

 （３）提出された書類の内容については、当事業者選定以外に利用することはない。 

 （４）提出された書類については、一切返却しない。 

 （５）書類の作成、提出に係る一切の費用は応募者の負担とする。 

 （６）当公募への応募に際し、知り得た本学の情報等は他にもらさないこと。 

 （７）応募者は、本学が要請した場合は追加資料等の提出に応じること。 

 

10．設置運営事業者（契約予定者）の選定 

  香川大学自動販売機設置・運営事業者選定委員会において、応募書類を選定基準（別

紙８－１）に基づき審査を行い、最高の評価を得た応募者を契約予定者として決定

する。 

  ヒアリング選考を実施する場合は、令和８年２月２５日（水）を予定している。 

11．選定結果の通知 

  選定結果は、応募者全員に対し書面により通知する。（３月初旬を予定） 
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12．選定後の手続き 

選定された契約予定者は、次のとおり手続きを取るものとする。 

（１）計画・提案書を基に事業内容及び契約条件を本学と調整し、合意した内容により 

事業計画書を作成し提出すること。 

（２）別紙契約書（案）（別紙９）により契約を締結する。ただし、契約条件等が合致し 

ない場合、または次の一に該当する場合は契約締結を行わない場合がある。 

① 事業開始までの間に契約予定者の事情変化等により、提案した事業運営が確実に履 

行できないと本学が判断したとき。 

② 著しく社会的信用を損なう行為により、運営事業者としてふさわしくないと本学が 

判断したとき。 

（３）国立大学法人香川大学不動産貸付細則（別紙１０）に基づき、自動販売機等設置

により占有する不動産について不動産貸付申請書を提出し承認を得ること。 

なお、申請書の提出は事業開始日までに承認を受けられるよう相当の余裕をもって

行うこと。 

（４）食品衛生について、商品販売に必要な営業許可を受け、許可書の写しを提出する

こと。 

（５）自動販売機設置に伴い工事が必要となる場合は、事前に工事計画書及び施工関係

図面を提出し、承認を得ること。 

 

13．資料 

別紙１   香川大学自動販売機設置・運営事業仕様書 

別紙２   設置・運営事業者応募申込書 

別紙３－１ 法人等の概要 

別紙３－２ 応募者の業務遂行体制等 

別紙４－１ 自動販売機の設置・運営における計画・提案書 

別紙４－２ 販売品目一覧表 

別紙５   欠格要件なきことの誓約書 

別紙６   委任状 

別紙７   質疑書 

別紙８―１ 選定基準 

別紙８－２ 評価シート 

別紙９   香川大学自動販売機設置・運営事業契約書（案） 

別紙１０  国立大学法人香川大学不動産貸付細則 

 


